




日 高 信 用 金 庫 

「札幌支店 オープン 10 周年記念定期預金」商品説明書 

 

                                   平成 29 年 11 月 16 日現在 

項  目 内       容 

商品名称 札幌支店オープン 10 周年記念定期預金 

お取扱い期間 平成２9 年 8 月 10 日（木）～平成 30 年 3 月 30 日（金） 

ご利用店舗 札幌支店のみのお取扱いとなります。 

ご利用頂ける方 個人のお客様のみのお取扱いとなります。 

お預入れ条件 

・原則として、新規お取扱といたしますが、満期が到来するキャンペーン預金からの預

入れも可とします。 

・新規お取扱には、定期積金および要求性預金（普通預金等）からの預入れも含みます。 

ご預金の種類 ・お預入れ期間が 3 年または 5 年ものの自動継続定期預金となります。なお、お預入

れ金額に応じて、次の定期預金を作成します。 

 ① 1,000 万円未満 ……… スーパー定期預金 

 ② 1,000 万円以上 ……… 大口定期預金 

・継続後の利率は、継続日における店頭に表示する当金庫所定の利率とします。 

利 率 お預入れ期間ごとに次のとおりとなります。 

 お預入れ期間  ３年 ……… 特別金利 0.180％(税引き後 0.143％) 

         ５年 ……… 特別金利 0.250％(税引き後 0.199％) 

募集総額 ・４０億円となります。 

※１０億円を１ユニットとして販売いたします。 

※なお、募集総額に達した場合は、お取扱い期間に関わらず販売を終了することがあり

ます。 

お預入れ金額 ・20 万円以上となります。 

・お客様毎のお預入れ限度額はありません。 

懸賞品抽選権 ・１口（２０万円）当たり１本の抽選権（抽選番号）をお付けします。 

※抽選権は、１ユニット（10 億円）あたり５,０００本とします。 

懸賞品当選本数 懸賞品の当選本数は、募集総額４０億円について２００本とします。 

懸賞品内容 日高および広尾地区の地場産品のセット（５,０００円相当）を抽選で進呈します。 

※なお、懸賞品をお選びいただくことはできません。 

抽選日・抽選場所 平成３０年１０月１５日（月）に当金庫札幌支店にて行います。 

※抽選日・抽選場所については、諸般の事情により変更する場合があります。 

抽選対象定期預金 ・今回募集した定期預金とします。                             

当選番号の発表 ・抽選日の翌営業日以降に、札幌支店店頭および当金庫ホームページに掲示します。 

・なお、当選された方へは、別途、お届けのご住所宛てに、当選通知をお送りします。 

懸賞品の発送方法 当選した懸賞品は、平成３０年１１月１日（木）以降、順次お送りいたします。 

期限前解約時の 

懸賞品のお取扱い 

抽選日以前に解約した場合は、懸賞品抽選権を失います。 

お利息 ご預金の種類に応じて次のとおりとなります。 

【スーパー定期の場合】 

・６カ月複利で計算し、満期日以降に一括してお支払します。（継続しない場合） 

・お利息を、継続日に元金に組入れる方法、又は、指定口座へ振替える方法が選択でき

ます。 

・付利単位を１円とし、１年を３６５日とする日割り計算を行ないます。 

・お利息計算方法は、上述の複利型のほか、１年毎の中間利払日に中間払利息を受取る

方法を選択することができます。 

【大口定期預金の場合】 

・１年毎の中間利払日に、中間払利息をお支払いします。（詳細は、「ひだかしんきん定

期預金規定」をご参照ください。） 

・中間払利息を受取るために、普通預金等の受入口座が必要となります。 

・付利単位を１００円とし、１年を３６５日とする日割り計算を行ないます。 

 



日 高 信 用 金 庫 

税 金 ・20.315％の源泉分離課税（国税 15％、復興特別所得税 0.315%、地方税 5％） 

・マル優制度をご利用になれるお客様は、非課税とすることができます。 

期限前解約時の 

お取扱い 
【スーパー定期の場合】 

・満期日前に解約する場合は、お預け入れ期間に応じて、次の期限前解約利率により利

息計算します。 

《３年もの定期》 

A．6 カ月未満 

B．6 カ月以上 1 年未満 

C．1 年以上 1 年 6 カ月未満 

D．1 年 6 カ月以上 2 年未満 

E．2 年以上 2 年 6 カ月未満 

F．2 年 6 カ月以上 3 年未満 

解約日における普通預金の利率 

約定利率×40％ 

約定利率×50％ 

約定利率×60％ 

約定利率×70％ 

約定利率×90％ 

  ※上記計算により算出した利率は、小数点第 3 位以下を切り捨てます。 

《５年もの定期》 

A．6 カ月未満 

B．6 カ月以上 1 年未満 

C．1 年以上 1 年 6 カ月未満 

D．1 年 6 カ月以上 2 年未満 

E．2 年以上 2 年 6 カ月未満 

F．2 年 6 カ月以上 3 年未満 

G．3 年以上 4 年未満 

H．4 年以上 5 年未満 

解約日における普通預金の利率 

約定利率×30％ 

約定利率×40％ 

約定利率×50％ 

約定利率×60％ 

約定利率×70％ 

約定利率×80％ 

約定利率×90％ 

  ※上記計算により算出した利率は、小数点第 3 位以下を切り捨てます。 

【大口定期預金の場合】 

・満期日前に解約する場合は、預入日（継続したときは最後の継続日）から解約日の前

日までの日数（預入日数）と次の利率により利息計算します。ただし、中間払利息が

支払われている場合には、その支払額の合計額と期限前解約利息との差額を清算しま

す。 

 ①預入日の 1 カ月後の応答日の前日までに解約する場合には、次の A、B および C

（B および C の算式により計算した利率の小数点第 4 位以下は切り捨てます。た

だし、C の算式により計算した利率が 0％を下回るときは 0％とします。）のうち、

最も低い利率とします。 

  A．解約日における普通預金の利率 

  B．約定利率－約定利率×30％ 

C．約定利率－ 
（基準利率－約定利率）×（約定日数－預入日数） 

預 入 日 数 

   なお、基準利率とは、解約日にこの預金の元金を証書記載の満期日（継続をした

ときはその満期日）まで新たに預入するとした場合、その預入の際に適用される利

率を基準として算出した当金庫所定の利率をいいます。 

 ②預入日の 1 カ月後の応答日以後に解約する場合には、次の A、B の算式により計

算した利率（小数点第 4 位以下は切り捨てます。ただし、B の算式により計算し

た利率が 0％を下回るときは 0％とします。）のうち、いずれか低い利率とします。 

  A．約定利率－約定利率×30％ 

B．約定利率－ 
（基準利率－約定利率）×（約定日数－預入日数） 

預 入 日 数 
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苦情処置措置・        

紛争解決措置 

 

・苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または経営管理部法務課

(9 時～17 時、電話：０１２０-078-390)にお申し出ください。 

・紛争解決措置  札幌弁護士会 (電話：011-251-7730)東京弁護士会 (電話：

03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話：03-3595-8588)、

第二東京弁護士会(電話：03-3581-2249)の仲裁センター等で紛

争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当

金庫営業日に、上記経営管理部法務課、全国しんきん相談所(9 時～

17 時、電話：03-3517-5825)または北海道地区しんきん相談所

(9 時～17 時、電話：011-221-3273)にお申し出ください。なお、

各弁護士会に直接申し立てていただくことも可能です。東京三弁護士

会の仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客様もご利用いただけ

ます。その際には、現地調停、移管調停の方法により、お客様のアク

セスに便利な東京以外の弁護士会の仲裁センター等を利用すること

もできます。詳しくは、当金庫ホームページをご覧いただくか東京三

弁護士会、全国しんきん相談所または当金庫経営管理部法務課へお問

い合わせ下さい。 

その他の事項 ・この定期預金は通帳式のみお預入れできます。ただし、総合口座の担保定期とするこ

とはできません。 

・当金庫の金利情報は、店頭備付の金利表示ボードまたは当金庫ホームページをご

覧いただくか、店頭にお問い合わせください。 

・満期日以降の利息は、解約日における普通預金利率により計算します。 

・この預金は、預金保険制度の対象商品です。同制度による保護対象預金と合算して、 

 1 預金者あたり元本 1,000 万円とその利息が保護されます。 

・その他の詳細は、当金庫札幌支店窓口へお気軽にお問い合わせください。 

 


